
 

ん
の
消
費
生
活
に
関
す
る
問
題
や
ト

ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解
決

に
向
け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
専

門
の
相
談
員
へ
の
相
談
は
無
料
で
、

秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
。
お
気
軽

に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時

　

６
月
８
日�

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時　

分
ま

３０

で
（
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
１

時
ま
で
を
除
く
）

○
場
所　

役
場
庁
舎
内

○
お
問
い
合
わ
せ

　

地
域
産
業
Ｇ
（
内
線
２
６
２
）

■
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る 

「
全
国
一
斉
特
設
相
談
」
を 

実
施
し
ま
す 

（
総
務
課
）

　

昭
和　

年
６
月
１
日
に
人
権
擁
護

２４

委
員
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
は
、
毎
年
６
月
１
日
を
「
人

権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
、
人
権

擁
護
委
員
制
度
の
周
知
と
人
権
尊
重

思
想
の
普
及
高
揚
を
呼
び
か
け
て
い

ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民
の

人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
常
に

注
意
を
払
い
、
も
し
、
人
権
が
侵
害

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
相
談
を
受
け
、

被
害
救
済
の
た
め
に
速
や
か
に
適
切

な
処
理
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
人
権

の
大
切
さ
に
つ
い
て
、
街
頭
啓
発
や

講
演
会
な
ど
を
通
じ
て
、
理
解
を
深

め
て
も
ら
う
た
め
の
活
動
に
も
努
め

て
い
ま
す
。
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
で
は
、
６
月
に
「
全
国
一
斉
特

設
相
談
」
を
開
催
し
、
全
国
的
に
人

権
擁
護
委
員
の
周
知
を
図
り
ま
す
。

茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
も

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」に
ち
な
み
ま

し
て
、
次
の
と
お
り
、
特
設
相
談
を

実
施
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
地
元

の
人
権
擁
護
委
員
が
、
人
権
問
題
等

で
お
困
り
の
方
の
ご
相
談
を
受
け
付

け
ま
す
。

　

な
お
、
五
霞
町
に
は
町
長
か
ら
推

薦
さ
れ
て
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
し
た

次
の
人
権
擁
護
委
員
の
方
が
お
り
ま

す
。

　

秘
密
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
開
設
日
時

　

６
月　

日�
１３

午
前　

時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

１０

○
場
所　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

○
人
権
擁
護
委
員

・
篠�
　

勝　
　

氏

・
古
郡　
�
夫　

氏

○
お
問
い
合
わ
せ

　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
�
　

３
５
９
５

（８４）

■
全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人

権
１
１
０
番
」
強
化
週
間
の

お
知
ら
せ 

（
総
務
課
）

　

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
は
、「
い
じ
め
」
や
児
童
虐
待
な

ど
子
ど
も
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権
問

題
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
全
国
一
斉
「
子
ど
も
の

人
権
１
１
０
番
」
強
化
週
間
を
実
施

し
、
悩
み
を
持
っ
た
お
子
様
や
保
護

者
の
方
か
ら
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
安
心

し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
期
間　

６
月　

日�
か
ら

２７

　
　
　
　

７
月
３
日�
ま
で

○
時
間　

午
前
８
時　

分
か
ら

３０

　
　
　
　

午
後
７
時
ま
で

（
た
だ
し
、
土
・
日
曜
日
は
午
前　
１０

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

○
実
施
機
関

　

水
戸
地
方
法
務
局
・
茨
城
県
人
権

擁
護
委
員
連
合
会

○
相
談
員

　

法
務
局
職
員
・
人
権
擁
護
委
員

○
電
話
番
号

　
�
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

　
（
全
国
共
通
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

■
生
活
相
談
の
お
知
ら
せ 

 

（
総
務
課
）

　

隣
保
事
業
（
生
活
相
談
員
）
に
よ

る
生
活
相
談
（
人
権
・
福
祉
・
教
育
・

就
業
等
）
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

個
人
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
相
談
場
所

・
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
堀
之
内
集
会
所

※
各
相
談
所
の
相
談
日
時
等
に
つ
き

ま
し
て
は
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
�
　

３
５
９
５

（８４）

■
法
的
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込

ま
れ
た
と
き
の
相
談
窓
口 

（
総
務
課
）

　

法
的
な
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
、

ど
こ
に
相
談
す
れ
ば
よ
い
か
分
か
ら

な
い
人
の
た
め
に
、
法
テ
ラ
ス
の
専

門
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
、
相
談
内
容
に

応
じ
て
、
法
制
度
や
相
談
機
関
・
団

体
な
ど
の
紹
介
を
し
ま
す
。
料
金
は

無
料
で
す
。

　

ま
た
、
民
事
裁
判
の
費
用
に
お
困

り
の
方
に
は
、
費
用
を
立
て
替
え
る

「
法
律
扶
助
」も
行
っ
て
い
ま
す
。
法

的
ト
ラ
ブ
ル
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い

場
合
で
も
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

○
電
話
番
号

　
�
０
５
７
０�
０
７
８
３
７
４

○
開
設
時
間

・
月
か
ら
金
曜
日
ま
で

　
（
午
前
９
時
か
ら
午
後
９
時
ま
で
）

・
土
曜
日

　
（
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

※
日
曜
日
、
祝
祭
日
は
お
休
み
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

法
テ
ラ
ス
茨
城

　
�
０
５
０
３
３
８
３�
５
３
９
０

　
（
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

■
第　

回
体
協
会
長
杯
争
奪

31

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
選
手
権
大
会

出
場
チ
ー
ム
募
集 
（
教
育
委
員
会
）

　

本
年
も
、
右
記
の
大
会
に
参
加
さ

れ
る
一
般
チ
ー
ム
を
募
集
し
ま
す
。

ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
日
時　

７
月　

日�
か
ら
９
月
上

１６

旬
ま
で
の
土
・
日
曜
日

・
１
試
合
目

土
曜
日　

午
後
７
時
か
ら

日
曜
日　

午
後
６
時
か
ら

・
２
試
合
目

土
曜
日　

午
後
８
時　

分
か
ら

３０

日
曜
日　

午
後
７
時　

分
か
ら

３０

○
場
所　

五
霞
中
学
校

　
　
　
　

夜
間
照
明
付
グ
ラ
ン
ド

○
参
加
費　

５，
０
０
０
円

　
　
　
　
　
（
抽
選
会
議
時
に
徴
収
）

○
お
申
し
込
み
期
限

　

６
月　

日�
ま
で
に
、
Ｂ
＆
Ｇ

２６

海
洋
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
申
し
込
み

書
を
ご
確
認
の
う
え
、
選
手
登
録

届
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
震
災
の
影
響
や
電
力
の
都
合
に
よ

り
中
止
、
変
更
の
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

　
�
　

３
５
３
３

（８４）

■
消
費
生
活
相
談
窓
口
の
お

知
ら
せ 

（
産
業
課
）

　

専
門
の
相
談
員
が
町
民
の
み
な
さ
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※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。
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